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別紙３ 
個人情報保護法の不開示情報と富津市情報公開条例の不開示情報の整合性の確保 

個人情報保護法（法第78条第２項の規定による

読替後の同条第１項） 
情報公開条例 検討内容 

（保有個人情報の開示義務） （行政文書の開示義務）  

第七十八条 行政機関の長等は、開示請求があ

ったときは、開示請求に係る保有個人情報に

次の各号に掲げる情報（情報公開条例の規定

により開示することとされている情報として

条例で定めるものを除く。）又は行政機関情

報公開法第五条に規定する不開示情報に準ず

る情報であって情報公開条例において開示し

ないこととされているもののうち当該情報公

開条例との整合性を確保するために不開示と

する必要があるものとして条例で定めるもの

（以下この節において「不開示情報」という。）

のいずれかが含まれている場合を除き、開示

請求者に対し、当該保有個人情報を開示しな

ければならない。 

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、

開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる

情報（以下「不開示情報」という。）のいず

れかが記録されている場合を除き、開示請求

者に対し、当該行政文書を開示しなければな

らない。 

 

 (１) 法令又は条例（以下「法令等」という。）

の規定により明らかに開示できないとされ

ている情報 

情報公開条例及び個人情報公開条例と同様の

取扱いとなるよう、個人情報保護法施行条例に不

開示情報として規定することとしたい。 

一 開示請求者（第七十六条第二項の規定に

より代理人が本人に代わって開示請求をす

る場合にあっては、当該本人をいう。次号

及び第三号、次条第二項並びに第八十六条

第一項において同じ。）の生命、健康、生

活又は財産を害するおそれがある情報 

 個人情報の開示請求特有の規定であることか

ら規定しない。 

二 開示請求者以外の個人に関する情報（事

業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。）であって、当該情報に含まれる氏名、

(２) 個人に関する情報（事業を営む個人の

当該事業に関する情報を除く。）であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

同様であることから規定しない。 
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生年月日その他の記述等により開示請求者

以外の特定の個人を識別することができる

もの（他の情報と照合することにより、開

示請求者以外の特定の個人を識別すること

ができることとなるものを含む。）若しく

は個人識別符号が含まれるもの又は開示請

求者以外の特定の個人を識別することはで

きないが、開示することにより、なお開示

請求者以外の個人の権利利益を害するおそ

れがあるもの。ただし、次に掲げる情報を

除く。 

の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録

に記載され、若しくは記録され、又は音声、

動作その他の方法を用いて表された一切の

事項をいう。以下同じ。）により特定の個

人を識別することができるもの（他の情報

と照合することができ、それにより特定の

個人を識別することができることとなるも

のを含む。）又は特定の個人を識別するこ

とはできないが、公にすることにより、な

お個人の権利利益を害するおそれがあるも

の。ただし、次に掲げる情報を除く。 

イ 法令の規定により又は慣行として開示

請求者が知ることができ、又は知ること

が予定されている情報 

ア 法令等の規定により又は慣行として公

にされ、又は公にすることが予定されて

いる情報 

同様であることから規定しない。 

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護

するため、開示することが必要であると

認められる情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護

するため、公にすることが必要であると

認められる情報 

 同様であることから規定しない。 

ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭

和二十二年法律第百二十号）第二条第一

項に規定する国家公務員（独立行政法人

通則法第二条第四項に規定する行政執行

法人の職員を除く。）、独立行政法人等

の職員、地方公務員法（昭和二十五年法

律第二百六十一号）第二条に規定する地

方公務員及び地方独立行政法人の職員を

いう。）である場合において、当該情報

がその職務の遂行に係る情報であるとき

は、当該情報のうち、当該公務員等の職

及び当該職務遂行の内容に係る部分 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭

和22年法律第120号）第２条第１項に規定

する国家公務員（独立行政法人通則法（平

成11年法律第103号）第２条第４項に規定

する行政執行法人の役員及び職員を除

く。）、独立行政法人等（独立行政法人

等の保有する情報の公開に関する法律

（平成13年法律第140号）第２条第１項に

規定する独立行政法人等をいう。以下同

じ。）の役員及び職員、地方公務員法第

２条に規定する地方公務員並びに地方独

立行政法人（地方独立行政法人法（平成

15年法律第118号）第２条第１項に規定す

る地方独立行政法人をいう。以下同じ。）

 情報公開条例及び個人情報保護条例と同様の

取扱いとなるよう、個人情報保護法施行条例に

不開示情報（個人に関する情報）の例外として

公務員の氏名を原則開示する旨を規定すること

としたい。 
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の役員及び職員をいう。）である場合に

おいて、当該情報がその職務の遂行に係

る情報であるときは、当該情報のうち、

当該公務員等の職、氏名（ただし、公に

することにより、当該個人の権利利益が

不当に害されるおそれがあると認められ

る場合を除く。）及び当該職務遂行の内

容に係る部分 

三 法人その他の団体（国、独立行政法人等、

地方公共団体及び地方独立行政法人を除

く。以下この号において「法人等」という。）

に関する情報又は開示請求者以外の事業を

営む個人の当該事業に関する情報であっ

て、次に掲げるもの。ただし、人の生命、

健康、生活又は財産を保護するため、開示

することが必要であると認められる情報を

除く。 

(３) 法人その他の団体（国、独立行政法人

等、地方公共団体及び地方独立行政法人を

除く。以下「法人等」という。）に関する

情報又は事業を営む個人の当該事業に関す

る情報であって、次に掲げるもの。ただし、

人の生命、健康、生活又は財産を保護する

ため、公にすることが必要であると認めら

れる情報を除く。 

同様であることから規定しない。 

イ 開示することにより、当該法人等又は

当該個人の権利、競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがあるもの 

ア 公にすることにより、当該法人等又は

当該個人の権利、競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがあるもの 

同様であることから規定しない。 

ロ 行政機関等の要請を受けて、開示しな

いとの条件で任意に提供されたものであ

って、法人等又は個人における通例とし

て開示しないこととされているものその

他の当該条件を付することが当該情報の

性質、当時の状況等に照らして合理的で

あると認められるもの 

イ 実施機関の要請を受けて、公にしない

との条件で任意に提供されたものであっ

て、法人等又は個人における通例として

公にしないこととされているものその他

の当該条件を付することが当該情報の性

質、当時の状況等に照らして合理的であ

ると認められるもの 

同様であることから規定しない。 

 四 行政機関の長が第八十二条各項の決定

（以下この節において「開示決定等」とい

う。）をする場合において、開示すること

により、国の安全が害されるおそれ、他国

  国が開示する際の不開示情報であることから

規定しない。 
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若しくは国際機関との信頼関係が損なわれ

るおそれ又は他国若しくは国際機関との交

渉上不利益を被るおそれがあると当該行政

機関の長が認めることにつき相当の理由が

ある情報 

五 行政機関の長又は地方公共団体の機関

（都道府県の機関に限る。）が開示決定等

をする場合において、開示することにより、

犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、

刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持

に支障を及ぼすおそれがあると当該行政機

関の長又は地方公共団体の機関が認めるこ

とにつき相当の理由がある情報 

(４) 公にすることにより、犯罪の予防又は

捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支

障を及ぼすおそれがあると実施機関が認め

ることにつき相当の理由がある情報 

同様であることから規定しない。 

六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団

体及び地方独立行政法人の内部又は相互間

における審議、検討又は協議に関する情報

であって、開示することにより、率直な意

見の交換若しくは意思決定の中立性が不当

に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混

乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当

に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそ

れがあるもの 

(５) 市の機関、国、独立行政法人等、他の

地方公共団体及び地方独立行政法人の内部

又は相互間における審議、検討又は協議に

関する情報であって、公にすることにより、

率直な意見の交換若しくは意思決定の中立

性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民

の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の

者に不当に利益を与え若しくは不利益を及

ぼすおそれがあるもの 

同様であることから規定しない。 

七 国の機関、独立行政法人等、地方公共団

体又は地方独立行政法人が行う事務又は事

業に関する情報であって、開示することに

より、次に掲げるおそれその他当該事務又

は事業の性質上、当該事務又は事業の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

(６) 市の機関、国、独立行政法人等、他の

地方公共団体又は地方独立行政法人が行う

事務又は事業に関する情報であって、公に

することにより、次に掲げるおそれその他

当該事務又は事業の性質上、当該事務又は

事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あるもの 

同様であることから規定しない。 

イ 独立行政法人等、地方公共団体の機関

又は地方独立行政法人が開示決定等をす

   情報公開条例第７条第６号アからオまでに掲

げる事項は、典型的な支障を列挙したものであ
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る場合において、国の安全が害されるお

それ、他国若しくは国際機関との信頼関

係が損なわれるおそれ又は他国若しくは

国際機関との交渉上不利益を被るおそれ 

って、これらに限定されるものでなく、整合性

が合わないわけではないことから規定しない。 

ロ 独立行政法人等、地方公共団体の機関

（都道府県の機関を除く。）又は地方独

立行政法人が開示決定等をする場合にお

いて、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他

の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼ

すおそれ 

   情報公開条例第７条第６号アからオまでに掲

げる事項は、典型的な支障を列挙したものであ

って、これらに限定されるものでなく、整合性

が合わないわけではないことから規定しない。 

ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の

賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は

違法若しくは不当な行為を容易にし、若

しくはその発見を困難にするおそれ 

ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の

賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は

違法若しくは不当な行為を容易にし、若

しくはその発見を困難にするおそれ 

 同様であることから規定しない。 

ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、

国、独立行政法人等、地方公共団体又は

地方独立行政法人の財産上の利益又は当

事者としての地位を不当に害するおそれ 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、

市、国、独立行政法人等、他の地方公共

団体又は地方独立行政法人の財産上の利

益又は当事者としての地位を不当に害す

るおそれ 

 同様であることから規定しない。 

ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正

かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそ

れ 

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正

かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそ

れ 

 同様であることから規定しない。 

ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ

円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ

円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

 同様であることから規定しない。 

ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営

する企業又は地方独立行政法人に係る事

業に関し、その企業経営上の正当な利益

を害するおそれ 

オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経

営する企業、独立行政法人等又は地方独

立行政法人に係る事業に関し、その企業

経営上の正当な利益を害するおそれ 

 同様であることから規定しない。 

    


